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令
和
７
年
12
月
定
例
会
は
、
11

月
26
日
か
ら
12
月
11
日
ま
で
の
会

期
16
日
間
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら

令
和
７
年
度
茂
原
市
一
般
会
計
補

正
予
算
案
、
茂
原
市
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
な
ど
18

議
案
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原

案
の
と
お
り
可
決
・
同
意
さ
れ
ま

し
た
。

ま
た
、
９
月
定
例
会
に
提
出
さ

れ
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
っ

て
い
た
令
和
６
年
度
の
一
般
会
計

並
び
に
各
特
別
会
計
及
び
公
営
企

業
会
計
決
算
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
も
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

1 2
月
定
例
会

議 

案 

の 

概 

要

　
　
　━ 

予
算
関
係 

━ 

◎
議
案
第
１
号
「
令
和
７
年
度
茂

原
市
一
般
会
計
補
正
予
算(

第
３

号)

」

【
内
容
】
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
８
億
９
４
０
２
万
６
千
円
を
追

加
し
、
そ
の
総
額
を
３
５
２
億
１

９
７
４
万
５
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。
主
な
内
容
は
、
千
葉
県
人
事

委
員
会
勧
告
に
基
づ
く
給
料
改
定

及
び
期
末
勤
勉
手
当
の
引
上
げ
等

に
よ
る
人
件
費
の
増
や
、
令
和
５

年
９
月
８
日
の
大
雨
に
対
す
る
内

水
対
策
検
討
業
務
の
結
果
を
踏
ま

え
、
浸
水
被
害
が
大
き
い
箇
所
の

早
急
な
対
策
の
た
め
の
設
計
委
託

料
等
の
増
に
よ
り
増
額
補
正
す
る

も
の
で
す
。

◎
議
案
第
２
号
「
令
和
７
年
度
茂

原
市
特
別
会
計
国
民
健
康
保
険
事

業
費
補
正
予
算(

第
１
号)

」

【
内
容
】
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
２
億
９
６
７
５
万
９
千
円
を
追

加
し
、
そ
の
総
額
を
98
億
９
３
６

０
万
３
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
内
容
は
、
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
数
及
び
１
人
当
た
り
医
療

費
の
増
に
よ
り
増
額
補
正
す
る
も

の
で
す
。

◎
議
案
第
３
号
「
令
和
７
年
度
茂

原
市
特
別
会
計
介
護
保
険
事
業
費

補
正
予
算(

第
１
号)

」

【
内
容
】
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
１
億
３
９
５
９
万
９
千
円
を
追

加
し
、
そ
の
総
額
を
89
億
７
０
４

６
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。
主
な

内
容
は
、
千
葉
県
人
事
委
員
会
勧

告
に
よ
る
一
般
職
人
件
費
の
増
や

令
和
６
年
度
決
算
剰
余
金
の
う
ち
、

保
険
料
相
当
分
を
介
護
給
付
費
準

備
基
金
に
積
み
立
て
る
な
ど
の
た

め
、
増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
４
号「
令
和
７
年
度
茂
原

市
特
別
会
計
後
期
高
齢
者
医
療
事

業
費
補
正
予
算(

第
１
号)

」

【
内
容
】
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
３
５
１
７
万
３
千
円
を
追
加
し
、

そ
の
総
額
を
17
億
１
９
３
７
万

７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
の

内
容
は
、
令
和
６
年
度
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
等
負
担
金
を
精
算

す
る
た
め
、
増
額
補
正
す
る
も
の

で
す
。━ 

条
例
関
係 

━ 

◎
議
案
第
５
号
「
茂
原
市
一
般
職

の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
本
市
に
お
け
る
特
定
任

期
付
職
員
の
給
与
等
に
つ
い
て
、

千
葉
県
人
事
委
員
会
勧
告
の
内
容

に
準
じ
た
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。
主
な
改
正
点
は
、
特
定
任
期

付
職
員
の
給
料
額
を
令
和
７
年
４

月
１
日
に
遡
及
し
て
、
１
号
給
か

ら
５
号
給
ま
で
を
１
万
３
千
円
か

ら
２
万
１
千
円
引
上
げ
、
令
和
７

年
12
月
支
給
分
の
期
末
・
勤
勉
手

当
の
支
給
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
０
．

０
２
５
か
月
分
引
上
げ
る
も
の
で

す
。

◎
議
案
第
６
号
「
議
会
の
議
員
の

議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
10
号
「
茂
原
市
会
計
年

度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
会
計
年
度
任
用
職
員
の

月
例
給
に
つ
い
て
、
一
般
職
職
員

の
１
級
１
号
給
か
ら
37
号
給
ま
で

の
給
与
額
の
改
定
に
準
じ
、
令
和

７
年
４
月
に
遡
及
し
て
引
上
げ
る

も
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
月
例

給
に
つ
い
て
１
万
１
４
０
０
円
か

ら
１
万
２
３
０
０
円
の
引
上
げ
を

行
う
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
11
号
「
茂
原
市
家
庭
的

保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
」

【
内
容
】
児
童
福
祉
法
及
び
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
家
庭
的
保
育

事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。
具

体
的
に
は
、
保
育
所
等
の
職
員
に

よ
る
児
童
虐
待
に
つ
い
て
、
通
報

が
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

法
律
引
用
部
分
の
表
記
を
改
め
る

と
と
も
に
、
地
域
限
定
保
育
士
の

一
般
制
度
化
に
伴
い
、
千
葉
県
が

今
後
、
国
の
認
定
を
受
け
、
地
域

限
定
保
育
士
が
現
れ
た
場
合
に
対

の
制
定
に
つ
い
て
」

◎
議
案
第
７
号
「
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

◎
議
案
第
８
号
「
茂
原
市
教
育
長

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
」

【
内
容
】
一
般
職
職
員
の
給
与
改

定
に
準
じ
て
、
議
会
議
員
及
び
市

長
、
副
市
長
、
教
育
長
の
期
末
手

当
支
給
割
合
を
０
．０
５
か
月
分

引
上
げ
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
９
号
「
茂
原
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
一
般
職
職
員
の
給
与
等

に
つ
い
て
、
千
葉
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
基
づ
く
千
葉
県
職
員
の
給

与
改
定
実
施
状
況
に
準
じ
た
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。
主
な
改
正
点

は
、
①
給
料
月
額
を
令
和
７
年
４

月
に
遡
及
し
て
、
平
均
３
．３
％

引
き
上
げ
、
②
期
末
・
勤
勉
手
当

支
給
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
０
．０
２

５
か
月
分
引
上
げ
、
③
自
動
車
等

を
使
用
す
る
職
員
に
対
す
る
通
勤

手
当
に
つ
い
て
、
各
距
離
区
分
の

額
の
引
上
げ
を
行
い
、
最
大
５
６

６
０
円
ま
で
引
上
げ
、
④
宿
日
直

手
当
の
単
価
に
つ
い
て
、
令
和
７

年
４
月
に
遡
及
し
て
３
０
０
円
の

引
上
げ
を
し
、
４
７
０
０
円
に
す
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応
で
き
る
よ
う
に
改
め
る
も
の
で

す
。

◎
議
案
第
12
号
「
茂
原
市
特
定
教

育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
児
童
福
祉
法
及
び
内
閣

府
令
で
定
め
る
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。
具
体
的
に

は
、
保
育
所
等
の
職
員
に
よ
る
児

童
虐
待
に
つ
い
て
、
通
報
が
義
務

化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
法
律
引

用
部
分
の
表
記
を
改
め
る
も
の
で

す
。

◎
議
案
第
13
号
「
茂
原
市
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
児
童
福
祉
法
及
び
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。
具
体
的
に
は
、
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
の
職
員
に
よ
る
児

童
虐
待
に
つ
い
て
、
通
報
が
義
務

化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
法
律
引

用
部
分
の
表
記
を
改
め
る
と
と
も

に
、
地
域
限
定
保
育
士
の
一
般
制

度
化
に
伴
い
、
千
葉
県
が
今
後
、

国
の
認
定
を
受
け
、
地
域
限
定
保

育
士
が
現
れ
た
場
合
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
改
め
る
も
の
で
す
。

　
　
　
━ 

そ
の
他 

━ 

◎
議
案
第
14
号
「
財
産
の
取
得
に

つ
い
て
」

【
内
容
】
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構

想
に
基
づ
き
整
備
し
た
児
童
生
徒

学
習
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
つ
い

て
、
約
５
年
が
経
過
す
る
こ
と
に

伴
い
、故
障
端
末
の
増
加
や
、バ
ッ

テ
リ
ー
の
耐
用
年
数
が
迫
る
な
ど
、

端
末
を
計
画
的
に
更
新
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
千
葉
県
と
の

共
同
調
達
に
よ
り
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
１
３
５
０
台
を
購
入
す
る

に
あ
た
り
、
取
得
予
定
価
格
が

２
千
万
円
以
上
で
あ
る
た
め
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
15
号
「
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き

同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
現
委
員
の
任
期
が
令
和

７
年
12
月
31
日
で
満
了
と
な
る
こ

と
か
ら
、
新
た
に
杉
山
昭
寛
氏
を

任
命
す
る
た
め
、
議
会
の
同
意
を

求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
16
号
「
千
葉
県
市
町
村

総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方

公
共
団
体
の
数
の
減
少
、
千
葉
県

市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
共
同
処

理
す
る
事
務
の
一
部
廃
止
及
び
千

葉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約

の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
千
葉
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
で
あ
る
「
三
芳
水
道
企
業
団
」、

「
九
十
九
里
地
域
水
道
企
業
団
」

及
び
「
南
房
総
広
域
水
道
企
業

団
」
が
令
和
８
年
３
月
31
日
で
解

散
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
ま

た
、
共
同
処
理
す
る
職
員
採
用
試

験
の
合
同
実
施
に
関
す
る
事
務
に

つ
い
て
、
令
和
８
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
す
。

◎
議
案
第
17
号
「
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
茂
原
農
産
物
直
売
所
に

お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
期
間

が
、
令
和
８
年
３
月
31
日
で
終
了

す
る
こ
と
か
ら
、
令
和
８
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま

で
の
５
年
間
に
つ
い
て
、「
農
事

組
合
法
人 

旬
の
里
ね
ぎ
ぼ
う
ず
」

を
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る

に
あ
た
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
18
号
「
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
」

【
内
容
】
茂
原
市
自
転
車
駐
車
場

に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
期

間
が
令
和
８
年
３
月
31
日
で
終
了

す
る
こ
と
か
ら
、
令
和
８
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
11
年
３
月
31
日
ま

で
の
３
年
間
に
つ
い
て
、「
公
益

社
団
法
人
茂
原
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
」
を
指
定
管
理
者
と
し

て
指
定
す
る
に
あ
た
り
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

━ 

陳
　
情 

━ 

★
陳
情
第
２
号
「
保
育
士
配
置
基

準
の
引
上
げ
の
早
期
完
全
実
施
と

さ
ら
な
る
改
善
を
求
め
る
意
見
書

提
出
を
求
め
る
陳
情
」

【
内
容
】
全
て
の
施
設
に
お
い
て

基
準
以
上
の
条
件
で
の
保
育
を
実

現
す
る
た
め
に
、
１
歳
児
の
加
算

要
件
を
な
く
し
た
上
で
法
令
改

定
に
よ
り
基
準
を
引
上
げ
る
こ
と
、

３
歳
児
、４・５
歳
児
は
経
過
措
置

を
撤
廃
す
る
こ
と
、
保
育
士
等
職

員
の
負
担
を
軽
減
し
、
子
ど
も
一
人

ひ
と
り
に
対
し
て
丁
寧
な
関
わ
り

を
保
障
す
る
た
め
に
全
て
の
年
齢

で
基
準
を
さ
ら
に
改
善
す
る
よ
う
、

国
に
対
し
て
意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
も
の
で
す
。
本
陳
情
は
、
引

き
続
き
議
論
を
重
ね
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
採
決
の
結
果
、
閉

会
中
の
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

茂
原
駅
周
辺
活
性
化
特
別
委
員
会

　

茂
原
駅
周
辺
の
活
性
化
に
関
す

る
調
査
研
究
を
行
う
茂
原
駅
周
辺

活
性
化
特
別
委
員
会
が
令
和
７
年

11
月
26
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
全
員
協
議
会
室
に
お
い

て
市
の
担
当
か
ら
、
①
茂
原
駅
前

通
り
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の

進
捗
状
況
及
び
市
と
し
て
の
今
後

の
方
向
性
に
つ
い
て
、
②
茂
原
駅

前
通
り
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

内
の
公
有
地
の
活
用
方
針
や
進
捗

状
況
に
つ
い
て
、
③
都
市
計
画
道

路
桑
原
八
千
代
線
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て
の
説
明
を
受
け
、
質
疑
を

行
い
、
委
員
か
ら
多
く
の
意
見
や

要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誤
っ
た
情
報
に
つ
い
て

　

10
月
23
日
に
本
市
議
会
議
員
が

「
委
員
会
後
の
懇
親
会
に
税
金
が

使
わ
れ
て
い
る
」
と
の
内
容
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
て
配
信
し
ま

し
た
が
、
費
用
は
出
席
者
全
員
の

私
費
で
あ
り
ま
す
。
事
実
無
根
の

情
報
に
よ
り
多
大
な
る
ご
迷
惑
を

お
掛
け
し
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び

申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
は

市
議
会
と
致
し
ま
し
て
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誤
情
報
配
信

が
起
こ
ら
な
い
よ
う
努
め
て
参
り

ま
す
。

   

茂
原
市
議
会
議
長　

向
後　

研
二
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※表の見方　　○：賛成　　×：反対　　	 	
※議長は表決に参加しないため、空欄になっています。	 	

　　　　　　　　　　　　　　　  議　員　名　等	
	
　　　議　案　名　等

審議結果

高
　
澤
　
知
佳
代

髙
　
鳥
　
竜
　
平

佐
久
間
　
秀
　
之

折
　
原
　
孝
　
浩

糸
　
久
　
佳
　
伸

野
　
口
　
雅
　
一

小
　
倉
　
義
　
久

御
　
園
　
敏
　
之

工
　
藤
　
孝
　
弘

河
　
野
　
英
　
美

横
　
堀
　
喜
一
郎

河
　
野
　
健
　
市

高
　
山
　
佳
　
久

石
　
毛
　
隆
　
夫

岡
　
沢
　
与
志
隆

向
　
後
　
研
　
二

細
　
谷
　
菜
穂
子

鈴
　
木
　
敏
　
文

平
　
　
　
ゆ
き
子

ま
す
だ
　
よ
し
お

三
　
橋
　
弘
　
明

常
　
泉
　
健
　
一

認
　
定
　
案

第１号 令和６年度茂原市一般会計歳入歳出決算認
定について 認定 賛成多数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

第２号 令和６年度茂原市特別会計国民健康保険事
業費歳入歳出決算認定について 認定 賛成多数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

第３号 令和６年度茂原市特別会計駐車場事業費歳
入歳出決算認定について 認定 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第４号 令和６年度茂原市特別会計介護保険事業費
歳入歳出決算認定について 認定 賛成多数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

第５号 令和６年度茂原市特別会計後期高齢者医療
事業費歳入歳出決算認定について 認定 賛成多数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

第６号 令和６年度茂原市下水道事業会計決算認定
について 認定 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第７号 令和６年度茂原市農業集落排水事業会計決
算認定について 認定 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
　
案

第１号 令和７年度茂原市一般会計補正予算 ( 第３
号 ) 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２号 令和７年度茂原市特別会計国民健康保険事
業費補正予算 (第１号 ) 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第３号 令和７年度茂原市特別会計介護保険事業費
補正予算 (第１号 ) 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第４号 令和７年度茂原市特別会計後期高齢者医療
事業費補正予算 (第１号 ) 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第５号 茂原市一般職の任期付職員の採用等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第６号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例の制定について 可決 賛成多数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

第７号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例の制定について 可決 賛成多数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

第８号 茂原市教育長の給与等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について 可決 賛成多数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

第９号 茂原市職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 10号
茂原市会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 11号
茂原市家庭的保育事業等の設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の制定について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 12号
茂原市特定教育・保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例の制定について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 13号
茂原市放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 14号 財産の取得について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 15号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 同意 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 16号

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方
公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事
務組合の共同処理する事務の一部廃止及び
千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関
する協議について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 17号 指定管理者の指定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第 18号 指定管理者の指定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和７年 12 月定例会　議員別表決・審議結果一覧
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一
般
質
問

12
月
定
例
会
で
は
、
12
名
の
議

員
が
登
壇
し
、
市
の
政
策
に
つ
い

て
提
言
し
、
課
題
や
市
政
運
営
等

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
の
で
、

そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

各
議
員
の
質
問
映
像
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
か
ら

視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
今
後
の
議
会
運
営
の
参

考
に
す
る
た
め
、
ご
視
聴
後
ア
ン

ケ
ー
ト
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。ア
ン
ケ
ー
ト
は
、録
画
映
像
の

各
視
聴
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト

フ
ォ
ー
ム
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

 

佐
久
間 

秀
之 

議
員

　
　
　   

　  

（
公
明
党
）

○
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
推
進
に
つ

い
て学

校
と
図
書
館
が
協
力
し
て

行
う
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
が
中

学
生
の
成
長
に
果
た
す
役
割
を
ど

の
よ
う
に
評
価
し
、
学
校
教
育
の

中
で
こ
れ
を
積
極
的
に
位
置
づ
け

て
い
く
考
え
が
あ
る
の
か
伺
う
。

問

答
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
と
は
、
面

白
い
と
思
う
本
の
魅
力
を

５
分
間
で
紹
介
し
合
っ
た
後
、
参

加
者
が
一
番
読
み
た
く
な
っ
た
本

を
チ
ャ
ン
プ
本
と
し
て
決
定
す
る

ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
楽
し
み
な
が
ら

本
に
関
心
を
持
て
る
こ
と
や
自
ら

本
を
選
ぶ
力
、
語
る
力
が
育
つ
効

果
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
中
学
校

と
協
議
の
上
、
今
後
実
施
に
向
け

て
検
討
し
て
い
く
。

 

野
口 

雅
一 

議
員

　
　
　
　
　
　
　 （
創
政
会
）

○
青
少
年
の
非
行
問
題
に
つ
い
て

近
年
、
茂
原
駅
周
辺
で
青
少

年
が
た
む
ろ
し
、
恐
喝
や
暴

行
な
ど
の
犯
罪
行
為
が
多
発
し
、

商
業
施
設
で
の
小
学
生
な
ど
若
年

層
の
迷
惑
行
為
や
破
壊
行
為
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
２
０
０
０
年
代

初
頭
の
カ
ラ
ー
ギ
ャ
ン
グ
に
よ
る

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
佐
久
間
　
秀
之  
議
員
）

・
外
国
語
教
育
の
充
実
に
つ
い
て

・「
茂
原
学
」
の
充
実
に
つ
い
て

・
図
書
館
の
戦
略
的
な
機
能
強
化
に
つ

い
て

問

犯
罪
が
頻
発
し
た
状
況
と
似
た
青

少
年
非
行
問
題
の
現
状
認
識
と
防

止
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

現
在
、
茂
原
市
で
は
、
茂
原

駅
や
周
辺
の
公
園
で
の
飲
酒

や
喫
煙
、
商
業
施
設
に
お
け
る
集

団
で
の
た
ま
り
や
迷
惑
行
為
な

ど
、
青
少
年
の
非
行
が
顕
著
に

な
っ
て
い
る
。
高
校
生
や
高
校
退

学
者
を
中
心
と
し
て
、
中
学
生
や

小
学
生
も
関
わ
っ
て
お
り
、
高
校

生
年
齢
の
上
に
は
成
人
・
大
学
生

年
齢
の
集
団
も
い
る
。
年
齢
層
が

広
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
非
行
が

長
期
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
防
止

対
策
と
し
て
は
、
青
少
年
指
導
セ

ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、
非
行
少

年
が
集
ま
る
場
所
の
巡
回
を
行
う

と
と
も
に
、
状
況
の
全
体
像
を
把

握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ

の
情
報
を
茂
原
警
察
署
生
活
安
全

課
や
外
房
地
区
少
年
セ
ン
タ
ー
及

び
各
学
校
と
共
有
す
る
こ
と
で
、

効
果
的
な
非
行
防
止
対
策
が
で
き

る
よ
う
努
め
て
い
る
。　

  

平 

ゆ
き
子 

議
員

　
　
　
　
　
　
　  （

無
会
派
）

○
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」

に
つ
い
て

来
年
４
月
か
ら
全
国
で
「
こ

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
が

施
行
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
の
概
要

と
本
市
で
の
実
施
場
所
、
受
入
人

数
、
職
員
配
置
等
、
ど
の
よ
う
な

体
制
と
す
る
の
か
伺
う
。
ま
た
、

通
常
保
育
の
児
童
に
安
定
し
た
保

育
を
提
供
で
き
る
か
が
危
惧
さ
れ

る
が
、
見
解
を
伺
う
。

本
制
度
の
概
要
は
、
す
べ
て

の
こ
ど
も
の
育
ち
を
応
援

し
、
家
族
以
外
の
様
々
な
人
と
の

関
わ
り
を
通
じ
て
、
社
会
情
緒
的

な
発
達
を
促
す
と
同
時
に
、
子
育

て
家
庭
へ
の
負
担
軽
減
を
目
的
と

し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
保
育

所
等
に
通
っ
て
い
な
い
生
後
６
か

月
か
ら
満
３
歳
未
満
を
対
象
に
、

月
10
時
間
を
限
度
と
し
て
、
保
護

者
の
就
労
等
の
理
由
を
問
わ
ず
通

園
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
本
市
で

問答

は
、
鶴
枝
保
育
所
に
お
い
て
実
施

し
て
い
る
一
時
預
か
り
保
育
事
業

と
併
せ
て
、
同
室
内
で
実
施
す
る

方
向
で
準
備
を
進
め
て
い
る
。
現

在
、
一
時
預
か
り
保
育
事
業
は
、

保
育
士
２
名
で
対
応
し
て
い
る

が
、
新
た
に
保
育
士
を
１
名
追
加

し
、
全
体
で
３
名
の
配
置
を
予
定

し
て
お
り
、
受
入
人
数
は
、
１
日

あ
た
り
３
名
程
度
と
す
る
予
定
で

あ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
、
通
常

保
育
と
は
別
の
保
育
室
で
実
施
す

る
こ
と
か
ら
、
安
定
し
た
保
育
が

提
供
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

 

糸
久 

佳
伸 

議
員

　
　
　
　
　
　（
も
ば
ら
会
）

○
障
害
者
手
帳
の
更
新
に
つ
い
て

障
害
者
手
帳
に
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
の
３
つ

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
平
　
ゆ
き
子  

議
員
）

・首
都
圏
Ｃ
Ｃ
Ｓ
事
業
に
つ
い
て

・「
子
ど
も・子
育
て
支
援
制
度
」に
つ
い

て
・高
齢
者
支
援
に
つ
い
て

問

答

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
野
口
　
雅
一 

議
員
）

・
性
犯
罪
根
絶
条
例
の
進
捗
状
況
に
つ

い
て

・
ス
ポ
ー
ツ
文
化
振
興
財
団
の
設
立
に

つ
い
て

・
茂
原
市
独
自
の
教
育
に
つ
い
て
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が
あ
る
が
、
あ
る
条
件
の
方
だ
け

に
更
新
の
通
知
を
送
付
す
る
の

は
、公
平
性
を
損
な
う
と
考
え
る
。

手
帳
の
所
持
者
全
員
に
更
新
の
通

知
を
送
付
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

市
の
見
解
を
伺
う
。

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
所
持
者
に
つ
い
て
は
、

有
効
期
間
が
２
年
と
定
期
的
で
あ

り
、
ま
た
、
他
の
自
治
体
の
多
く

が
通
知
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

本
市
に
お
い
て
も
送
付
は
考
え
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
療
育

手
帳
所
持
者
に
つ
い
て
は
、
次
の

判
定
年
月
ま
で
の
期
間
が
一
律
で

は
な
い
た
め
、
利
便
性
を
鑑
み
、

所
持
者
全
員
へ
の
送
付
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
。

 

石
毛 

隆
夫 

議
員

　
　
　
　
　
　
　 （
公
明
党
）

○
「
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
」
に
つ

い
て

答

ご
遺
族
の
方
の
負
担
軽
減
の

た
め
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
た
方
に
関
す
る
市
役
所
内
の
手

続
き
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
行
う

「
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
」
の
設
置

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見

解
を
伺
う
。

「
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
」
は
、

市
民
の
皆
さ
ま
の
利
便
性
向

上
に
つ
な
が
る
サ
ー
ビ
ス
と
考
え

て
い
る
の
で
、
実
施
に
向
け
た
協

議
を
関
係
課
と
始
め
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

 

高
澤 

知
佳
代 

議
員

　
　
　
　
　
　   （
政
風
会
）

○
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

い
てシ

テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の

方
針
と
具
体
的
な
施
策
に
つ

い
て
伺
う
。
ま
た
、
本
市
の
魅
力

問

の
発
信
に
つ
い
て
、
ど
う
い
っ
た

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
か
併

せ
て
伺
う
。

本
市
に
お
け
る
シ
テ
ィ
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
の
方
針
と
し
て

は
、
観
光
振
興
を
図
る
た
め
に
広

域
観
光
ル
ー
ト
の
整
備
を
進
め
、

新
た
な
観
光
資
源
の
発
掘
や
効
果

的
な
Ｐ
Ｒ
方
法
の
検
討
を
進
め
る

と
と
も
に
、
地
域
の
魅
力
を
積
極

的
に
発
信
し
、
移
住
・
定
住
を
促

す
と
し
て
い
る
。
具
体
的
な
施
策

と
し
て
は
、
七
夕
ま
つ
り
や
桜
ま

つ
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
型
観
光
資

源
の
充
実
や
映
画
、
テ
レ
ビ
番
組

等
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
撮
影
の
誘
致

を
通
じ
た
新
た
な
観
光
資
源
の
発

掘
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
気
候
が

温
暖
で
交
通
利
便
性
が
高
い
と
い

う
本
市
の
住
み
や
す
さ
等
の
魅
力

を
発
信
す
る
こ
と
に
よ
る
移
住
・

定
住
の
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
年
度

の
観
光
面
で
の
取
り
組
み
と
し
て
、

千
葉
も
ば
ら
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー

ビ
ス
と
茂
原
市
観
光
協
会
が
連
携

し
、
市
内
の
観
光
施
設
や
飲
食
店
、

ロ
ケ
地
な
ど
の
紹
介
動
画
を
制
作

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ

ｕ
ｂ
ｅ
に
投
稿
、
共
有
し
、
さ
ら

に
観
光
ア
プ
リ
と
連
動
し
た
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
を
開
催
す
る
こ
と
で
、

本
市
の
魅
力
を
発
信
す
る
と
と
も

答

に
、
本
市
へ
の
誘
客
と
地
域
経
済

の
活
性
化
を
図
っ
て
い
く
。

　 

折
原 

孝
浩 

議
員

　
　
　
　
　
　
　 （
公
明
党
）

○
市
民
の
し
あ
わ
せ
実
感
を
高
め

る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

市
民
の
幸
福
度
向
上
を
基
軸

と
し
た
市
政
運
営
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
基
本
方
針
で
、
ど
の

よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
伺
う
。　

　

地
方
創
生
２.０
に
お
い
て
は
、

経
済
的
な
豊
か
さ
だ
け
で

は
な
く
、
人
々
の
地
域
幸
福
度
を

高
め
る
た
め
に
、
Ｗ
ｅ
ｌ
ｌ-

ｂ

ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
（
ウ
ェ
ル
・
ビ
ー
イ
ン

グ
）
指
標
の
活
用
に
つ
い
て
、
検

討
を
進
め
る
必
要
性
に
触
れ
ら
れ

て
お
り
、
総
合
計
画
等
の
中
に
取

り
入
れ
て
い
る
自
治
体
は
増
え
て

き
て
い
る
。
本
市
に
お
い
て
も
、

問答

将
来
都
市
像
『
未
来
へ
つ
な
が
る

「
交
流
拠
点
都
市
」
も
ば
ら
』
の

実
現
に
向
け
て
、
現
在
策
定
中
の

茂
原
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画

に
Ｗ
ｅ
ｌ
ｌ-

ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
指
標

を
取
り
入
れ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
こ
と
で
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

地
域
幸
福
度
の
向
上
を
目
指
し
て

い
く
。

 

御
園 

敏
之 

議
員

　
　
　
　
　
　   （
緑
風
会
）

○
小
中
学
校
の
エ
ア
コ
ン
整
備
状

況
に
つ
い
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
変
更
等
に
よ

り
児
童
生
徒
に
影
響
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
特
別
教

室
に
エ
ア
コ
ン
を
設
置
す
べ
き
と

考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、
空
調

設
備
整
備
臨
時
特
例
交
付
金
や
緊

急
防
災
減
災
事
業
債
が
活
用
で
き

る
う
ち
に
体
育
館
の
エ
ア
コ
ン
整

備
も
進
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、

市
の
見
解
を
伺
う
。

問

答

問

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
折
原
　
孝
浩 

議
員
）

・
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
助
成
に
つ
い
て

・
特
別
教
育
の
エ
ア
コ
ン
に
つ
い
て

・
多
文
化
共
生
の
推
進
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
高
澤
　
知
佳
代 

議
員
）

・
茂
原
市
の
病
児
保
育
の
今
後
に
つ
い

て
・
茂
原
市
の
救
急
医
療
に
つ
い
て

・
茂
原
市
の
農
業
政
策
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
糸
久
　
佳
伸 

議
員
）

・
災
害
対
策
に
つ
い
て

・
充
電
式
電
池
の
回
収
に
つ
い
て

・
公
共
施
設
の
整
備
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
石
毛
　
隆
夫 

議
員
）

・
不
登
校
児
童
生
徒
に
つ
い
て

・
い
じ
め
対
策
に
つ
い
て

・
中
学
生
の
登
下
校
の
安
全
対
策
に
つ

い
て

答
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特
別
教
室
の
エ
ア
コ
ン
設
置

に
つ
い
て
は
、
早
急
な
設
置

を
進
め
、
児
童
生
徒
の
快
適
な
教

育
環
境
を
確
保
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
交
付
金
等
を
活
用

し
た
体
育
館
の
エ
ア
コ
ン
整
備
に

つ
い
て
は
、
市
の
財
政
負
担
が
軽

減
さ
れ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る

が
、
学
校
施
設
の
老
朽
化
対
策
や

ト
イ
レ
の
洋
式
化
工
事
な
ど
と
の

優
先
順
位
を
考
慮
し
つ
つ
整
備
を

計
画
し
て
い
く
。

 

横
堀 

喜
一
郎 

議
員

　
　
　
　
　（
薫
風
も
ば
ら
）

○
市
債
発
行
額
に
つ
い
て

市
債
発
行
額
に
つ
い
て
、
令

和
元
年
約
40
億
円
、
令
和
２

年
約
37
億
円
、
令
和
３
年
約
27
億

円
、
令
和
４
年
約
19
億
円
、
令
和

５
年
約
14
億
円
、
令
和
６
年
約

12
億
円
と
推
移
し
て
お
り
、
年
々

減
少
し
て
い
る
が
、そ
の
要
因
は
。

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
御
園
　
敏
之 

議
員
）

・
地
籍
調
査
事
業
実
施
計
画
と
そ
の
進

捗
に
つ
い
て

・
大
腸
が
ん
検
診
の
受
診
方
法
改
善
に

つ
い
て

問

市
債
発
行
額
が
減
少
し
て
い

る
主
な
要
因
は
、
臨
時
財
政

対
策
債
の
減
、
ま
た
、
令
和
元
年

度
の
小
中
学
校
及
び
幼
稚
園
空
調

設
備
設
置
事
業
、
令
和
２
年
度
の

市
民
体
育
館
施
設
改
修
事
業
な

ど
、
大
規
模
事
業
の
完
了
に
伴
う

教
育
債
の
減
で
あ
る
。

 

髙
鳥 

竜
平 

議
員

　
　
　
　
　
　   （
政
風
会
）

○
有
害
鳥
獣
に
つ
い
て

近
年
、
益
々
増
加
し
て
い
る

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物

と
車
両
接
触
の
被
害
に
対
し
、
行

政
主
導
に
よ
る
大
規
模
捕
獲
の
実

施
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

市
の
見
解
を
伺
う
。

過
去
に
行
政
と
猟
友
会
に
お

い
て
銃
猟
で
大
規
模
捕
獲
を

実
施
し
た
自
治
体
に
確
認
を
し
た

問答

と
こ
ろ
、
山
間
部
の
作
業
に
よ
る

狩
猟
者
の
膨
大
な
労
力
や
猟
犬
確

保
な
ど
の
負
担
に
対
し
、
捕
獲
の

実
績
が
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
現

在
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
伺
っ

て
い
る
。
ま
た
、
生
息
域
の
山
間

部
か
ら
市
街
地
へ
イ
ノ
シ
シ
が
追

い
出
さ
れ
る
懸
念
も
あ
る
た
め
、

大
規
模
捕
獲
の
実
施
は
困
難
な
も

の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

イ
ノ
シ
シ
の
生
態
を
考
慮
し
、
効

果
的
な
場
所
に
わ
な
を
設
置
す
る

こ
と
で
捕
獲
を
行
っ
て
い
く
。

 

河
野 
英
美 

議
員

　
　
　   
　  
（
志
友
会
）

○
行
政
手
続
き
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

令
和
６
年
９
月
定
例
会
で

「
書
か
な
い
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

窓
口
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
そ

の
中
の
「
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
」

は
非
常
に
必
要
性
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
だ
と
考
え
る
。
実
施
に
向
け
た

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
髙
鳥
　
竜
平 

議
員
）

・
内
水
対
策
に
つ
い
て

・
市
民
レ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に

つ
い
て

問

検
討
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ

が
、
い
つ
ぐ
ら
い
を
目
途
に
実
施

が
可
能
か
伺
う
。

令
和
８
年
６
月
を
目
途
に
開

始
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め

て
い
く
。

 

高
山 

佳
久 

議
員

　
　
　
　

 （
薫
風
も
ば
ら
）

○
歳
入
増
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

現
在
、
企
業
等
の
誘
致
に
向

け
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん

で
い
る
の
か
伺
う
。
ま
た
、
茂
原

市
へ
の
移
住
定
住
促
進
に
向
け
、

ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の

か
伺
う
。

ま
ず
、
企
業
等
の
誘
致
に
つ

い
て
は
、
今
年
度
か
ら
新
た

な
産
業
用
地
の
選
定
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
複
数

の
候
補
地
か
ら
、
面
積
、
交
通
ア

問答

ク
セ
ス
、
イ
ン
フ
ラ
、
法
的
規
制

等
、
様
々
な
条
件
に
基
づ
く
評
価

が
最
も
高
か
っ
た
候
補
地
を
抽
出

し
、
現
在
は
そ
の
場
所
の
事
業
手

法
、
概
算
事
業
費
、
採
算
性
等
に

つ
い
て
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
や
大
手

ゼ
ネ
コ
ン
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

う
こ
と
で
、
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
ら
れ
る
産
業
用
地
と
な
り
得
る

か
、
立
地
可
能
性
調
査
を
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
、

本
市
へ
の
移
住
・
定
住
の
促
進
に

向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
は
、
企

画
政
策
課
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
移
住

相
談
窓
口
を
開
設
し
、
窓
口
で
の

直
接
の
相
談
の
ほ
か
、
メ
ー
ル
や

オ
ン
ラ
イ
ン
通
話
シ
ス
テ
ム
等
を

活
用
し
て
移
住
・
定
住
に
関
す
る

相
談
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
県

内
外
で
行
わ
れ
る
移
住
フ
ェ
ア
や

移
住
相
談
会
に
参
加
し
、
気
候
が

温
暖
で
交
通

利
便
性
が
高

い
と
い
う
本

市
の
住
み
や

す
さ
等
の
魅

力
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
る
。

将
来
都
市
像
『
未
来
へ
つ
な
が
る

「
交
流
拠
点
都
市
」
も
ば
ら
』
の

実
現
に
向
け
て
、
現
在
策
定
中
の

茂
原
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画

に
Ｗ
ｅ
ｌ
ｌ-

ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
指
標

を
取
り
入
れ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
こ
と
で
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

地
域
幸
福
度
の
向
上
を
目
指
し
て

い
く
。

 

御
園 

敏
之 

議
員

　
　
　
　
　
　   （
緑
風
会
）

○
小
中
学
校
の
エ
ア
コ
ン
整
備
状

況
に
つ
い
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
変
更
等
に
よ

り
児
童
生
徒
に
影
響
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
特
別
教

室
に
エ
ア
コ
ン
を
設
置
す
べ
き
と

考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、
空
調

設
備
整
備
臨
時
特
例
交
付
金
や
緊

急
防
災
減
災
事
業
債
が
活
用
で
き

る
う
ち
に
体
育
館
の
エ
ア
コ
ン
整

備
も
進
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、

市
の
見
解
を
伺
う
。

問

答

答

答

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
河
野
　
英
美 

議
員
）

・
今
後
の
本
市
の
学
校
教
育
に
つ
い
て

・
学
校
運
営
協
議
会
の
導
入
に
つ
い
て

・
共
同
親
権
に
お
け
る
本
市
の
取
り
組

み
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
高
山
　
佳
久 

議
員
）

・
学
校
運
営
協
議
会
に
つ
い
て

・
不
登
校
に
つ
い
て

・
学
校
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
事
項

（
横
堀
　
喜
一
郎 

議
員
）

・
本
年
度
収
支
見
込
み
に
つ
い
て

・
次
年
度
歳
入
見
込
み
に
つ
い
て

・
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
に
つ
い
て
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本会議は一般に公開され、どなたでも
自由に傍聴することができます。

また、本会議はインターネット中継でも
ご視聴いただけます。一般質問の議員名
の下の二次元バーコードから茂原市議会
の録画配信ページにアクセスでき、各議
員の一般質問の映像がご覧いただけます
ので、ぜひご視聴ください。

議会図書室では、市議会会議録や予算書、決算書などの行政資料が閲覧できます。

次回の定例会は２月25日（水）から開催予定です
日 月 火 水 木 金 土

2/22 23 24 25
【開会日】

・会議録署名議員の
指名

・会期の決定
・議案の上程説明
・�請願 , 陳情の上程

後委員会付託

26 27 28

3/1 2 3 4
【一般質問】

５名の枠を
設けます

5
【一般質問】

５名の枠を
設けます

6
【議案質疑】

 ・�議案質疑後委員会
付託

7

8 9 10
【予算審査特別

委員会】

11
【予算審査特別

委員会】

12 13 14

15 16 17 18 19
【閉会日】
・議案等の
   総括審議

20 21

令和８年度一般会計予算の審査を行います

本市議会では、令和７年９月定例会において、議員発議により「二級河川一宮川水系河川の整備促進
に関する意見書の提出について」及び「二級河川赤目川の整備促進に関する意見書の提出について」の
２件の提案があり、いずれも全会一致で可決し、国土交通省、財務省、千葉県に意見書を提出しました。
また、令和７年 12 月 24 日に向後議長をはじめとする議員団が千葉県選出の国会議員に要望書を提出

し、意見交換を行いました。
当要望活動は、令和元年度から継続して行っているものであり、住民の生命、財産を守るため一日も

早い洪水被害の解消に向け、今後も市議会一丸となって活動してまいります。

国会議員に要望書を提出しました

▼提 出 先
森英介衆議院議員、石井準一参議院議員、
猪口邦子参議院議員、臼井正一参議院議員、
多ケ谷亮衆議院議員

提出した要望書は、
こちらからご覧い
ただけます

森英介衆議院議員 石井準一参議院議員


